
 書式第８号（法第１０条・第２５条関係）  

 
 

平成２６年度  事 業 計 画 書 
 

  ２６年４月１日から ２７年３月３１日まで 
 

 
 

特定非営利活動法人 東京都子ども会連合会  
  １ 事業実施の方針 

（１） ジュニア大会は、加盟団体のジュニアたちが参加したいと思えるような企画を立案するなど、本年 

度最重要行事として位置づけ組織の全力を挙げて実施する。 

（２） 東京都地区育成研究協議会は、関東ブロックより離脱し東京都単独で開催する。 

（３）「全国子ども会安全共済会」制度の基本的な対応とその周知を徹底し、会員増強を図る。 

（４）都子連は平成33年に50周年を迎えるにあたり、積立金を開始し資料整備等の準備に取り掛かる。 
     
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
（１） 特定非営利活動に係る事業 
（２）  
 

   

事業名 事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

実 施 

予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

事業費の 

予定額 

（千円） 

組織相互の連
携・関係機関
団体との連携
協力事業 

全国育成者中央研究協議会 
 
青少年健全育成のためのイ
ベント企画、運営。 

 27年2月 
  
26年11月 
  

名古屋市 
  
都庁前、瑞穂
町等野外活動 

10人 
  
  40人 

都内の子ども
会員小中高 

800人 
小学500人 
中学200人 

  
  
  650 

子ども会・JL
の指導者及び
育成者事業 
  

ジュニア・リーダー大会 
同上代表者会議 
東京都地区子ども会育成研
究協議会 

7 月30日～ 
 8月4日 
年1回  

都・三宅島 
 
 都内 

 10人 
 
 10人 

都内の中高JL 
   50人  
    50人 
 
  

  
 
4,000   

  

子ども会活動
活性化及び情
報交換活動事
業 

会員交流、情報交換。 
 
 
 
 

年3回  
 

 
 
 
 

  

総会、新年
会、育成研
開催時 
 
 
 

 120人 
  
  

 
  
   

都市区町子連
役員 
 120人  
 
  
 
  

  140   

子ども会活動
充実に必要な
調査広報事業 

都内各所における事業、調
査と広報活動 

広報誌年4回 

1回7,500部  

  

 

 都内各所   ７人 都市区町子ど
も会・関係団
体  

 30,000人 

   500 

子ども会安全 
共済会に関す 
る進業 

 

安全会資料作成指導、事故
発生要因分析、危険予知及
び安全教育活動 
 
 
 

通年  都内各所   60人 育成指導者・
JL・関係者   
  500人 

   
 210 

地域子ども会 
活動の振興者 
への表彰 
 

子ども会活動に功労のあっ
た個人・団体を表彰する活
動 

東京都子ども
会連合会育成
研当日 

育成研会場   50人 都内子ども会
会員  
  90人 

    150 

   
（２）その他の事業 

   

事業名 事  業  内  容 
実 施 
予 定 
日 時 

実 施 
予 定 
場 所 

従事者 
の予定 
人 数 

事業費の 

予定額 
（千円） 

      

      

      

  
 


